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る被保護世帯に対しては保護廃止後であっても、居所の

調査や確認を行い、債権残高や回収コストを考慮したう

えで自宅訪問などの追跡調査を行い収納率をあげていく

べきである。 

３６ 

生活保護費については、その３/４が国の負担とされ、調

定された返還金・徴収金は、回収されるか不納欠損処理

されるまでは全額が宮崎市の負担を負うこととなるた

め、事務の効率化等の観点からも、回収見込みがなく、

消滅時効が完成してしまったものについては、遅滞なく

不納欠損処理を行う必要がある。 

３７ 

「現業員等による生活保護費の詐取等の不正防止等につ

いて」（平成２１年３月９日社援保発第０３０９００１号

厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に記載された「生

活保護費の窓口払いが行われている実施機関について

は、窓口払いの必要性を検討し、可能な限り縮減を図る

こと。」の趣旨からも保護費の窓口払いの件数をなお一層

減らしていくべきである。 

第１０ ケース診断会

議 

３８ 

ケース診断会議の実施要領で法第７８条や法第６３条に

ついては、特別な事情を有するものとの定めがあるが、

法第７８条や法第６３条の適用件数は毎年増加傾向にあ

り、これを抑制するという意味でも、通達を踏まえてケ

ース診断会議を開催し、重要なケースについてはその結

果を確実に周知するようにすべきである。 

３９ 

ケース診断会議の実施要領で原則的な構成員とされてい

るのであるから、重要なケースについては、所長も出席

の上で組織全体としての検討を心掛けることが望まし

い。 

第１１ 就労支援・自立

支援 
４０ 

「評価シート」の重要性に鑑みれば、今後のプラン作成

や事後的な検証に資するためにも、プラン同様「評価シ

ート」も遺漏無くケース記録に編綴されるべきと考える。 

第１３ 組織体制 ４１ 宮崎市では、査察指導員のうち４０％（１０人中４人）
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 (１) 法第 30 条第１項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他の

適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に

養護を委託するとき。 

 (２) 法第 36 条第２項の規定により、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とする

その他の施設を利用させ、又は被保護者に対する就労のために必要な施設の供用及

び生業に必要な技能の授与をこれらの施設に委託するとき。 

 （給付券の交付） 

第 11 条 所長は、法第 34 条第１項の規定により医療扶助の現物給付を行うときは、別に

定める給付券を交付するものとする。 

 （保護施設設置の認可の申請等） 

第 12 条 法第 41 条第２項の認可を受けようとする者は、設置認可申請書（様式第 26 号）

により、市長に申請しなければならない。 

２ 法第 41 条第５項の認可を受けようとする者は、変更認可申請書（様式第 27 号）によ

り、市長に申請しなければならない。 

３ 法第 42 条の認可を受けようとする者は、休止・廃止認可申請書（様式第 28 号）によ

り、市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、前３項の認可の適否を決定したときは、決定通知書（様式第 29 号）を申請

者に交付するものとする。 

 （保護施設の事業開始の届出） 

第 13 条 保護施設が事業を開始したときは、当該保護施設の管理者は、事業開始届（様

式第 30 号）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

 （改善措置等の報告） 

第 14 条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第 45 条第２項の規定により保護施設の設

備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は法第 41 条第２項の認

可を取り消されたときは、当該命令等に基づいて行った改善等の措置を改善措置等報告

書（様式第 31 号）により、当該命令等を受けた日から 30 日以内に市長に報告しなけれ

ばならない。 

 （就労自立給付金支給申請書等） 

第 15 条 省令第 18 条の４第１項の申請書は、就労自立給付金支給申請書（様式第 31 号

の２）によるものとする。 
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宮崎市生活保護法施行細則 

                         平成 17 年 12 月 28 日 

                             規則第 108 号 

改正 平成 19 年３月 30 日規則第３号  平成 19 年９月 28 日規則第 43 号  

   平成 20 年３月 28 日規則第 18 号  平成 22 年９月 30 日規則第 78 号  

   平成 24 年３月 30 日規則第 23 号  平成 25 年 11 月 22 日規則第 84 号  

   平成 26 年３月 31 日規則第 40 号  平成 26 年６月 30 日規則第 73 号  

   平成 27 年 12 月 28 日規則第 94 号  平成 28 年３月 30 日規則第 11 号  

  

宮崎市生活保護法施行細則（平成９年規則第 43 号）の全部を改正する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。以下「法」という。）の施

行に関し、法、生活保護法施行令（昭和 25 年政令第 148 号）及び生活保護法施行規則

（昭和 25 年厚生省令第 21 号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

 （備付書類） 

第２条 福祉事務所長（以下「所長」という。）は、被保護者について、次に掲げる書類

を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。 

 (１) 面接記録票（様式第１号） 

 (２) 保護台帳（様式第２号） 

 (３) 保護決定調書（様式第３号） 

 (４) ケース記録票 

 (５) 保護金品支給台帳（様式第４号） 

２ 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならな

い。 

 (１) 保護申請書受理簿（様式第５号） 

 (２) ケース番号登載簿（様式第６号） 

 (３) ケース番号索引簿（様式第７号） 

 (４) 医療券交付処理簿（様式第８号） 

 (５) 介護券交付処理簿（様式第９号） 
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 （通知） 

第３条 所長は、法第 19 条第２項の規定により保護を実施したときは、速やかにその旨

を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。 

２ 所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、

速やかに、必要な決定を行い、転出通知書（様式第 10 号）により、新居住地を所管す

る保護の実施機関に通知しなければならない。 

 （保護開始申請書等） 

第４条 法第 24 条第１項の申請書は、保護開始申請書（様式第 11 号）によるものとする。 

２ 法第 24 条第９項において準用する同条第１項の申請書は、次の各号に掲げる場合に

応じ、それぞれ当該各号に定める申請書によるものとする。 

 (１) 生活扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（生活扶助） 

（様式第 12 号） 

 (２) 教育扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（教育扶助） 

（様式第 12 号の２） 

 (３) 住宅扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（住宅扶助） 

（様式第 12 号の３） 

 (４) 医療扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（医療扶助） 

（様式第 12 号の４） 

 (５) 介護扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（介護扶助） 

（様式第 12 号の５） 

 (６) 出産扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（出産扶助） 

（様式第 12 号の６） 

 (７) 生業扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（生業扶助） 

（様式第 12 号の７） 

３ 省令第１条第５項の申請書は、葬祭扶助申請書（様式第 13 号）によるものとする。 

４ 所長は、前３項の申請書に次に掲げる書類のうち必要と認めるものを添付させるもの

とする。 

 (１) 給与証明書（様式第 14 号） 

 (２) 家賃・間代・地代・敷金等証明書（様式第 15 号） 

 (３) 生業計画書（様式第 16 号） 

５ 所長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類を添付させることができる。 

 （保護決定の通知等） 
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第５条 法第 24 条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）又は法第 25 条第

２項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定（変更）通知書（様式

第 17 号）により行うものとする。 

２ 法第 24 条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）の規定による保護の

却下の決定の通知は、保護申請却下通知書（様式第 17 号の２）により行うものとする。 

３ 法第 26 条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護廃止（停止）決定

通知書（様式第 17 号の３）により行うものとする。 

 （指導指示） 

第６条 所長は、法第 27 条第１項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、

指導指示書（様式第 18 号）により行うものとする。 

 （検診命令） 

第７条 所長は、法第 28 条第１項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を

命ずるときは、検診命令書（様式第 19 号）により行うものとする。 

２ 所長は、検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に、検診依頼書（様

式第 20 号）、検診書（様式第 21 号）及び検診料請求書（様式第 22 号）を送付するも

のとする。 

 （資料の提供等） 

第８条 所長は、法第 29 条第１項の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告

を求めるときは、生活保護法第 29 条第１項の規定に基づく資料の提供等について（依

頼）（様式第 23 号）により行うものとする。 

 （扶養照会等） 

第９条 所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、

扶養照会書（様式第 24 号）により行うものとする。 

２ 法第 24 条第８項の規定による通知は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務

者への通知について（様式第 24 号の２）により行うものとする。 

３ 所長は、法第 28 条第２項の規定により報告を求めるときは、生活保護法第 28 条第２

項の規定に基づく報告について（依頼）（様式第 24 号の３）により行うものとする。 

 （入所等の委託） 

第 10 条 所長は、次の各号に掲げる入所等の委託を行うときは、当該各号の施設の長又

は私人に対し、入所（利用）・養護委託書（様式第 25 号）により行うものとする。 
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 （通知） 

第３条 所長は、法第 19 条第２項の規定により保護を実施したときは、速やかにその旨

を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。 

２ 所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、

速やかに、必要な決定を行い、転出通知書（様式第 10 号）により、新居住地を所管す

る保護の実施機関に通知しなければならない。 

 （保護開始申請書等） 

第４条 法第 24 条第１項の申請書は、保護開始申請書（様式第 11 号）によるものとする。 

２ 法第 24 条第９項において準用する同条第１項の申請書は、次の各号に掲げる場合に

応じ、それぞれ当該各号に定める申請書によるものとする。 

 (１) 生活扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（生活扶助） 

（様式第 12 号） 

 (２) 教育扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（教育扶助） 

（様式第 12 号の２） 

 (３) 住宅扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（住宅扶助） 

（様式第 12 号の３） 

 (４) 医療扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（医療扶助） 

（様式第 12 号の４） 

 (５) 介護扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（介護扶助） 

（様式第 12 号の５） 

 (６) 出産扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（出産扶助） 

（様式第 12 号の６） 

 (７) 生業扶助の保護の変更を申請する場合  保護変更申請書（生業扶助） 

（様式第 12 号の７） 

３ 省令第１条第５項の申請書は、葬祭扶助申請書（様式第 13 号）によるものとする。 

４ 所長は、前３項の申請書に次に掲げる書類のうち必要と認めるものを添付させるもの

とする。 

 (１) 給与証明書（様式第 14 号） 

 (２) 家賃・間代・地代・敷金等証明書（様式第 15 号） 

 (３) 生業計画書（様式第 16 号） 

５ 所長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類を添付させることができる。 

 （保護決定の通知等） 
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第５条 法第 24 条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）又は法第 25 条第

２項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定（変更）通知書（様式

第 17 号）により行うものとする。 

２ 法第 24 条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）の規定による保護の

却下の決定の通知は、保護申請却下通知書（様式第 17 号の２）により行うものとする。 

３ 法第 26 条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護廃止（停止）決定

通知書（様式第 17 号の３）により行うものとする。 

 （指導指示） 

第６条 所長は、法第 27 条第１項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、

指導指示書（様式第 18 号）により行うものとする。 

 （検診命令） 

第７条 所長は、法第 28 条第１項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を

命ずるときは、検診命令書（様式第 19 号）により行うものとする。 

２ 所長は、検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に、検診依頼書（様

式第 20 号）、検診書（様式第 21 号）及び検診料請求書（様式第 22 号）を送付するも

のとする。 

 （資料の提供等） 

第８条 所長は、法第 29 条第１項の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告

を求めるときは、生活保護法第 29 条第１項の規定に基づく資料の提供等について（依

頼）（様式第 23 号）により行うものとする。 

 （扶養照会等） 

第９条 所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、

扶養照会書（様式第 24 号）により行うものとする。 

２ 法第 24 条第８項の規定による通知は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務

者への通知について（様式第 24 号の２）により行うものとする。 

３ 所長は、法第 28 条第２項の規定により報告を求めるときは、生活保護法第 28 条第２

項の規定に基づく報告について（依頼）（様式第 24 号の３）により行うものとする。 

 （入所等の委託） 

第 10 条 所長は、次の各号に掲げる入所等の委託を行うときは、当該各号の施設の長又

は私人に対し、入所（利用）・養護委託書（様式第 25 号）により行うものとする。 
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 (１) 法第 30 条第１項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他の

適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に

養護を委託するとき。 

 (２) 法第 36 条第２項の規定により、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とする

その他の施設を利用させ、又は被保護者に対する就労のために必要な施設の供用及

び生業に必要な技能の授与をこれらの施設に委託するとき。 

 （給付券の交付） 

第 11 条 所長は、法第 34 条第１項の規定により医療扶助の現物給付を行うときは、別に

定める給付券を交付するものとする。 

 （保護施設設置の認可の申請等） 

第 12 条 法第 41 条第２項の認可を受けようとする者は、設置認可申請書（様式第 26 号）

により、市長に申請しなければならない。 

２ 法第 41 条第５項の認可を受けようとする者は、変更認可申請書（様式第 27 号）によ

り、市長に申請しなければならない。 

３ 法第 42 条の認可を受けようとする者は、休止・廃止認可申請書（様式第 28 号）によ

り、市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、前３項の認可の適否を決定したときは、決定通知書（様式第 29 号）を申請

者に交付するものとする。 

 （保護施設の事業開始の届出） 

第 13 条 保護施設が事業を開始したときは、当該保護施設の管理者は、事業開始届（様

式第 30 号）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

 （改善措置等の報告） 

第 14 条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第 45 条第２項の規定により保護施設の設

備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は法第 41 条第２項の認

可を取り消されたときは、当該命令等に基づいて行った改善等の措置を改善措置等報告

書（様式第 31 号）により、当該命令等を受けた日から 30 日以内に市長に報告しなけれ

ばならない。 

 （就労自立給付金支給申請書等） 

第 15 条 省令第 18 条の４第１項の申請書は、就労自立給付金支給申請書（様式第 31 号

の２）によるものとする。 
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宮崎市生活保護法施行細則 

                         平成 17 年 12 月 28 日 

                             規則第 108 号 

改正 平成 19 年３月 30 日規則第３号  平成 19 年９月 28 日規則第 43 号  

   平成 20 年３月 28 日規則第 18 号  平成 22 年９月 30 日規則第 78 号  

   平成 24 年３月 30 日規則第 23 号  平成 25 年 11 月 22 日規則第 84 号  

   平成 26 年３月 31 日規則第 40 号  平成 26 年６月 30 日規則第 73 号  

   平成 27 年 12 月 28 日規則第 94 号  平成 28 年３月 30 日規則第 11 号  

  

宮崎市生活保護法施行細則（平成９年規則第 43 号）の全部を改正する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。以下「法」という。）の施

行に関し、法、生活保護法施行令（昭和 25 年政令第 148 号）及び生活保護法施行規則

（昭和 25 年厚生省令第 21 号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

 （備付書類） 

第２条 福祉事務所長（以下「所長」という。）は、被保護者について、次に掲げる書類

を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。 

 (１) 面接記録票（様式第１号） 

 (２) 保護台帳（様式第２号） 

 (３) 保護決定調書（様式第３号） 

 (４) ケース記録票 

 (５) 保護金品支給台帳（様式第４号） 

２ 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならな

い。 

 (１) 保護申請書受理簿（様式第５号） 

 (２) ケース番号登載簿（様式第６号） 

 (３) ケース番号索引簿（様式第７号） 

 (４) 医療券交付処理簿（様式第８号） 

 (５) 介護券交付処理簿（様式第９号） 
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２ 所長は、前項の申請書の提出があったときは、就労自立給付金の支給の要否を決定し、

就労自立給付金支給（不支給）決定通知書（様式第 31 号の３）により申請者に通知す

るものとする。 

 （弁明の通知） 

第 16 条 法第 62 条第４項の規定による通知は、弁明通知書（様式第 32 号）により行う

ものとする。 

 （繰替支弁） 

第 17 条 所長は、法第 72 条第１項又は第２項の規定により繰替支弁をしたときは、当該

繰替支弁に係る費用を支弁すべき都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に対し、

支出に関する証拠書類の写しを添えて、その費用の弁償を請求するものとする。 

２ 所長は、法第 72 条第１項又は第２項の規定による繰替支弁に係る費用の弁償の請求

があったときは、その請求を受けた日から 30 日以内に当該繰替支弁に係る費用を弁償

するものとする。 

 （保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書） 

第 18 条 省令第 22 条の３第１項の申出書は、生活保護法第 78 条の２の規定による保護

金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第 33 号）によるものとする。 
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２ 所長は、前項の申請書の提出があったときは、就労自立給付金の支給の要否を決定し、

就労自立給付金支給（不支給）決定通知書（様式第 31 号の３）により申請者に通知す

るものとする。 

 （弁明の通知） 

第 16 条 法第 62 条第４項の規定による通知は、弁明通知書（様式第 32 号）により行う

ものとする。 

 （繰替支弁） 

第 17 条 所長は、法第 72 条第１項又は第２項の規定により繰替支弁をしたときは、当該

繰替支弁に係る費用を支弁すべき都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に対し、

支出に関する証拠書類の写しを添えて、その費用の弁償を請求するものとする。 

２ 所長は、法第 72 条第１項又は第２項の規定による繰替支弁に係る費用の弁償の請求

があったときは、その請求を受けた日から 30 日以内に当該繰替支弁に係る費用を弁償

するものとする。 

 （保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書） 

第 18 条 省令第 22 条の３第１項の申出書は、生活保護法第 78 条の２の規定による保護

金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第 33 号）によるものとする。 
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